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改正後の感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者に

対する協力要請等について 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律（令和３年法律第５号。

以下「改正法」という。）が令和３年２月３日公布されたところ、これに伴い、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症

法」という。）の一部が改正され、同月 13 日に施行されることとなりました。 

改正法による改正後の感染症法第 16 条の２第１項の規定に基づき、各都道府県、保健所

設置市及び特別区（以下「都道府県等」という。）は、感染症の発生を予防し、又はそのま

ん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、病原体等の検査の状況等を勘案し

て、「新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な

措置」を定め、民間検査機関等に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めること

ができることとなります。 

つきましては、新型コロナウイルス感染症に関する、社会経済活動の中で本人等の希望

により自己負担で実施する検査（以下「自費検査」という。）の適正な実施を図り、もって

感染症のまん延の防止等を図るため、下記の内容を参考に、管内の自費検査を提供する者

（以下「自費検査提供者」という。）等が講ずるべき措置（以下「自費検査の適正実施のた

めの措置」という。）を定めるとともに、改正法による改正後の感染症法第 16 条の２第１

項に基づく協力要請を行うようお願いします。 

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の４第１項の規定に基づ

く技術的助言であることを申し添えます。 

 

記 

 



【自費検査の適正実施のための措置について】 

１ 新型コロナウイルス感染症の拡大と緊急の必要性について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が全国的に認められる中で、新型コロナウイル

ス感染症に関する自費検査の需要が急速に増加しています。このような中で、検査機関

の精度管理の実施状況にばらつきがあること、検査結果が陽性となっても医療機関を受

診しないケースがあることなど、新型コロナウイルス感染症の拡大につながりかねない

状況が見受けられます。このため、自費検査提供者等が検査の質を担保し信頼できる検

査体制を構築することによって、新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、又は更な

るまん延を防止することが急務となっています。こうした状況に鑑み、都道府県等にお

いては、自費検査の適正実施のための措置を定め、関係者に周知をした上で、新型コロ

ナウイルス感染症に関する自費検査提供者等に対して当該措置への協力を求めるようお

願いします。自費検査の適正実施のための措置は、本通知の発出から遅くともおよそ１

ヶ月以内を目途に定めていただくようお願いいたします。 

 

２ 感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置について 

  各都道府県等が、自費検査の適正実施のための措置を定め、管内の新型コロナウイル

ス感染症に関する自費検査提供者等への協力を要請するに当たっては、別添ひな形を参

考としてください。また、都道府県等において、自費検査の適正実施のための措置を定

め自費検査提供者等への協力を要請する場合、勧告及び公表を行う場合には、厚生労働

省新型コロナウイルス感染症対策本部検査班（jihi-sochi@mhlw.go.jp）宛にその旨ご連

絡いただくようお願いいたします。 

   

３ 自費検査の適正実施のための措置を講ずるための準備期間の取扱いについて 

新型コロナウイルス感染症に関する自費検査提供者等は、都道府県等が自費検査の適

正実施のための措置を定めた後、可及的速やか（遅くともおよそ１ヶ月以内を目処）に

当該措置を講ずることへの協力が求められます。 

ただし、当該措置の中には、例えば、システム改修など準備等に更なる時間を要する

ものなどもあると考えられることから、個別の事例において措置を講ずることができな

い具体的な理由を確認した上で、それが合理的であると判断される場合には、法第 16 条

の 2 に規定する協力の求めに応じることのできない「正当な理由」に該当するものと扱

って差し支えありません。 

 

４ 協力の求め及び勧告に従わない場合の公表について 

  都道府県知事等が、自費検査の適正実施のための措置の実施について、新型コロナウ

イルス感染症に関する自費検査提供者等に対して協力の求めを行ったにもかかわらず、

正当な理由なくこれに応じない場合には、都道府県知事等は当該自費検査提供者等に対

して協力を求める勧告を行うことができます。また、正当な理由なく当該勧告に従わな

い場合には、その旨を公表することができます。 

公表する内容は、①自費検査提供者等の名称、②協力要請及び勧告の内容、③正当な

理由がないと判断した理由を基本とし、国民の適正な検査機関の選択等に資するように

する等の観点から、個別の事例により判断いただくようお願いします。 

 



【自費検査の実態把握について】 

５ 自費検査件数の報告について 

  自費検査の実態を把握するため、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査提供者

のうち、自費検査のみを提供する医療機関及び医療機関でない自費検査提供者について

は、自費検査の実施件数及び検査結果が陽性となった件数を、原則として１週間ごとに

別紙２の様式を用いて所在地の保健所設置市、特別区又は都道府県に対して報告してく

ださい。自費検査提供者から報告を受けた保健所設置市と特別区は、報告を受けてから

原則として２日以内に結果をとりまとめて別紙２の様式を用いて都道府県に報告し、報

告を受けた都道府県は、原則として２日以内に保健所設置市分と特別区分を含めた結果

をとりまとめて別紙２の様式を用いて厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部検

査班（jihi-houkoku@mhlw.go.jp）に報告してください。報告結果は厚生労働省において

公表する予定です。なお、都道府県等が管内の自費検査のみを提供する医療機関及び医

療機関でない自費検査提供者を把握するに当たっては、厚生労働省ホームページの「自

費検査を提供する検査機関一覧」に掲載されている各都道府県の検査機関に照会する、

都道府県等に登録されている衛生検査所に検体検査の委託元を尋ねる等の方法が考えら

れます。 

   

 


